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は  じ  め  に 

 

 

世界最初の核兵器である原子爆弾が広島市に投下され、人類史上未曾有の大惨禍を被ってから、

78年が経過しようとしております。 

この間、昭和 32年に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」、また、昭和 43年に「原子爆弾

被爆者に対する特別措置に関する法律」が制定され、被爆者の健康管理、医療及び福祉の向上が

図られて参りました。 

平成７年からは、これらの二法が一本化された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」

により、国の責任において、被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策が講

じられております。 

在外被爆者については、平成 17 年から手当等、平成 20 年から被爆者健康手帳、平成 22 年か

ら原爆症認定及び健康診断受診者証について在外公館等を通じた申請が可能となり、平成 28 年

からは法に基づく医療費の支給申請が可能になるなど援護が拡充されて参りました。 

さらに、在外被爆者への支援事業として、北米・南米健康相談等事業や保健医療助成事業等を

実施しております。 

被爆者の高齢化が進み、介護など支援を要する方が増加する中で、国の内外を問わず、被爆者

に寄り添った援護の充実が求められております。 

昨年からは、広島で「黒い雨」に遭い、一定の要件を満たすと認められる方には、被爆者健康

手帳が交付されることになりました。 

県としては、引き続き、総合的な援護施策の充実に努めるとともに、国の責任において被爆者

及び遺家族の実態に即した支援が実施されるよう強く要望して参ります。 

あわせて、世界で最初の被爆県として、関係機関と連携し、放射線被ばく者医療分野において、

世界への貢献と国際協力を強力に推進して参ります。 

この冊子が、被爆者援護事業について御理解と御協力をいただく上でお役に立てば幸いです。 

 

 令和５年７月 

 

広島県健康福祉局被爆者支援課長  関 野 弘 美 
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1.7 1.7
70 2.8  

 

36,648
94.8 15,762 95.3 22,891 94.5

87.4 7.4  
13.4 15,762 14.4

22,891 12.8 11.0 12.6 9.9
0.29

15,762 0.29 22,891 0.29
0.31 15,762 0.35 22,891 0.28
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